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刑法の性犯罪に関する規定について更なる見直しを求 

める意見書（案） 

 

平成２９年（２０１７年）６月、刑法改正案が国会で可決された。

その内容は、強姦罪の名称を強制性交等罪に変更し、法定刑の下限

を３年から５年に引き上げるとともに、これまで親告罪であった強

制性交等罪などを非親告罪とするなど、画期的なものであった。 

しかし、国会審議では、強制性交等罪の暴行・脅迫要件や準強制

性交等罪の抗拒不能要件の認定においては、被害者と相手方との関

係性や、被害者の心理をより一層適切に踏まえて行う必要があると

の指摘があった。そのため、これらに関連する調査研究を推進する

ことなどを盛り込んだ附帯決議が付されるとともに、施行３年後の

検討事項として、性犯罪における被害の実情などを勘案し、実態に

即した対処を行うための施策の在り方について検討を行うことも

併せて盛り込まれた。 

現状において、諸外国では、同意のない性交を処罰する規定があ

るため、日本でも同様に法改正すべきであるとの意見や、改正法施

行後、性犯罪の無罪判決が相次いでいることなどから、改正法の更

なる見直しを求める機運が高まっている。 

よって、本市議会は政府及び国会に対し、被害者の視点に立った

より良い制度を実現するため、下記の事項に取り組むことを強く要

望する。 

記 

１ 強制性交等罪などの暴行・脅迫要件等を見直し、同意のない性

交に対する規定を検討すること。 

２ 性交同意年齢（暴行・脅迫要件がなくても強制性交等罪などが

成立する年齢）の引上げを検討すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和３年３月  日 

 

吹 田 市 議 会 


